
作成担当グループ

作成担当以外の
グループ

法務室

作成担当部

マニュアルや業界ガイドライン等を基に、事
実と反する表示の有無等をチェック

作成担当以外のグループの長（各部コンプ
ライアンス担当者を想定）が審査することで、
客観性を担保

審査依頼

総務部

第三者的立場で、作成部門の審査プロセス、
表示方法の妥当性をチェック

審査依頼

参　考

今後のパンフレット類の審査体制について


